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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向配置された基準バスダクトと、該基準バスダクトの導体幅方向から該基準バスダク
ト相互間の略中心に向けられ、その導体が該基準バスダクトの導体と略同一面内になるよ
うに配置された分岐バスダクトとを接続する垂直分岐用バスダクト接続ユニットであって
、
　該接続ユニットが、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの同相の導体端
部に接触可能に配置された導電性接続部材と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バ
スダクトの最外側の導体端部を外方から収納するダクト側板継ぎ板と、挿入される該基準
バスダクト及び該分岐バスダクトの異相の導体端部間及び該最外側の導体端部と該ダクト
側板継ぎ板との間に配置される絶縁セパレータと、挿入される該基準バスダクト及び該分
岐バスダクトの導体端部、該導電性接続部材、該ダクト側板継ぎ板、該絶縁セパレータを
一括緊締することが可能な締着具とを備えると共に、該基準バスダクトの導体端部間を接
続する主接続部と、該主接続部と該分岐バスダクトの導体端部間を接続する分岐接続部と
を有し、
　該締着具として、該主接続部を緊締する基準締着具と、該分岐接続部を緊締する分岐締
着具とを設けたことを特徴とする垂直分岐用バスダクト接続ユニット。
【請求項２】
　前記絶縁セパレータとして、前記主接続部に配置される基準絶縁セパレータと、前記分
岐接続部に配置される分岐絶縁セパレータとを設けたことを特徴とする請求項１記載の垂



(2) JP 4418601 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

直分岐用バスダクト接続ユニット。
【請求項３】
　前記主接続部と前記分岐接続部のダクト側板継ぎ板が連続して一体形成されていること
を特徴とする請求項１又は２記載の垂直分岐用バスダクト接続ユニット。
【請求項４】
　対向配置された基準バスダクトと、該基準バスダクトの導体幅方向から該基準バスダク
ト相互間の略中心に向けられ、その導体が該基準バスダクトの導体と略同一面内になるよ
うに配置された分岐バスダクトとを接続する垂直分岐用バスダクト接続ユニットであって
、
　該接続ユニットが、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの同相の導体端
部に接触可能に配置された導電性接続部材と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バ
スダクトの最外側の導体端部を外方から収納するダクト側板継ぎ板と、挿入される該基準
バスダクト及び該分岐バスダクトの異相の導体端部間及び該最外側の導体端部と該ダクト
側板継ぎ板との間に配置される絶縁セパレータと、挿入される該基準バスダクト及び該分
岐バスダクトの導体端部、該導電性接続部材、該ダクト側板継ぎ板、該絶縁セパレータを
一括緊締することが可能な締着具とを備えると共に、対向する一方の該基準バスダクトの
導体端部と該分岐バスダクトの導体端部を接続する第１接続部と、対向する他方の該基準
バスダクトの導体端部と該分岐バスダクトの導体端部を接続する第２接続部とを有し、
　該締着具として、該第１接続部を緊締する第１締着具と、該第２接続部を緊締する第２
締着具とを設けたことを特徴とする垂直分岐用バスダクト接続ユニット。
【請求項５】
　対向配置された基準バスダクトと、該基準バスダクトの導体幅方向から該基準バスダク
ト相互間の略中心に向けられ、その導体が該基準バスダクトの導体と略同一面内になるよ
うに配置された分岐バスダクトとを接続する垂直分岐用バスダクト接続ユニットであって
、
　該接続ユニットが、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの同相の導体端
部に接触可能に配置された導電性接続部材と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バ
スダクトの最外側の導体端部を外方から収納するダクト側板継ぎ板と、挿入される該基準
バスダクト及び該分岐バスダクトの異相の導体端部間及び該最外側の導体端部と該ダクト
側板継ぎ板との間に配置される絶縁セパレータと、挿入される該基準バスダクト及び該分
岐バスダクトの導体端部、該導電性接続部材、該ダクト側板継ぎ板、該絶縁セパレータを
一括緊締することが可能な締着具とを備えると共に、該基準バスダクトの長手方向に離間
した状態で配置される、該締着具である第１締着具を有する第１接続部と、該締着具であ
る第２締着具を有する第２接続部とを有し、
　該第１接続部と該第２接続部のダクト側板継ぎ板が一体に形成されていることを特徴と
する垂直分岐用バスダクト接続ユニット。
【請求項６】
　前記分岐バスダクトの導体端部が、対向する前記基準バスダクトの導体端部間に配置さ
れる構成であることを特徴とする請求項４又は５記載の垂直分岐用バスダクト接続ユニッ
ト。
【請求項７】
　前記基準バスダクトの導体幅方向の両側に対向配置された分岐バスダクトを接続可能に
構成されていることを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の垂直分岐用バスダクト接
続ユニット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電気幹線用バスダクトを３方向又は４方向に接続できる垂直分岐用バスダクト
接続ユニットに関する。
【０００２】
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【従来の技術】
従来、バスダクトを垂直に分岐する方式として、実開昭５５－１０６４２３号のように、
（ａ）導体本体の所定位置に長手方向に対して直角に凹溝を設けると共に、分岐導体端部
に前記凹溝に合致する切欠部を設け、前記凹溝に分岐導体端部の切欠部を嵌合し、その接
触面をはんだ付けして接続するものがある。
【０００３】
また、特公昭５１－１５５９２号のように、（ｂ）バスダクトの中間分岐部の導体にＶ字
切欠部を設け、このＶ字切欠部にボルト挿通溝を設け、前記導体の中間分岐部側面と分岐
するためのプラグインブレーカの分岐導体端部側面とを導電性接続板を介して電気的に接
触させ、ボルトで一括緊締するものがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記バスダクトの垂直分岐方式の（ａ）の場合には、半田付けの作業や半田付け
部の仕上げ作業が必要となり、非常な労力を要する。また、（ｂ）の場合には、バスダク
トの導体の略中間部で分岐を行っており、垂直分岐用のバスダクトが長くなることから、
組立、運搬、施工等の作業性が非常に悪いという不具合を生じている。
【０００５】
本発明は上記不具合を解消するためのなされたものであって、構造が簡単で取扱いが容易
な垂直分岐用バスダクト接続ユニットを提供することを目的とするものである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、対向配置された基準バスダクトと、該基
準バスダクトの導体幅方向から該基準バスダクト相互間の略中心に向けられ、その導体が
該基準バスダクトの導体と略同一面内になるように配置された分岐バスダクトとを接続す
る垂直分岐用バスダクト接続ユニットであって、該接続ユニットが、挿入される該基準バ
スダクト及び該分岐バスダクトの同相の導体端部に接触可能に配置された導電性接続部材
と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの最外側の導体端部を外方から収
納するダクト側板継ぎ板と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの異相の
導体端部間及び該最外側の導体端部と該ダクト側板継ぎ板との間に配置される絶縁セパレ
ータと、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの導体端部、該導電性接続部
材、該ダクト側板継ぎ板、該絶縁セパレータを一括緊締することが可能な締着具とを備え
ることを特徴とする。前記垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、例えば一直線状に対向
配置された接続すべき２本の基準バスダクトを接続し、更に対向配置された基準バスダク
ト相互間の中心部に対して垂直に配置された分岐バスダクトを分岐接続するものである。
【０００７】
さらに、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記接続ユニットに於いて、前
記導電性接続部材と前記絶縁セパレータと前記ダクト側板継ぎ板の対応箇所にそれぞれ貫
通孔が設けられ、該貫通孔に締着具が挿通されて一括仮締着されていることを特徴とする
。前記構成により、前記接続ユニットを締着具で予め一括仮締着しておくことができる。
【０００８】
さらに、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記接続ユニットに於いて、前
記接続ユニットが、前記基準バスダクトの導体端部間を接続する主接続部と、前記主接続
部と前記分岐バスダクトの導体端部間を接続する分岐接続部とを有し、前記締着具として
、該主接続部を緊締する基準締着具と、該分岐接続部を緊締する分岐締着具とを設けたこ
とを特徴とする。
【０００９】
　さらに、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記接続ユニットに於いて、
前記接続ユニットが、前記基準バスダクトの導体端部間を接続する主接続部と、前記主接
続部と前記分岐バスダクトの導体端部間を接続する分岐接続部とを有し、前記絶縁セパレ
ータとして、該主接続部に配置される基準絶縁セパレータと、該分岐接続部に配置される
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分岐絶縁セパレータとを設けたことを特徴とする。また、本発明の垂直分岐用バスダクト
接続ユニットは、前記主接続部と前記分岐接続部のダクト側板継ぎ板が連続して一体形成
されていることを特徴とする。
【００１０】
　さらに、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記接続ユニットに於いて、
前記接続ユニットが、対向する一方の前記基準バスダクトの導体端部と前記分岐バスダク
トの導体端部を接続する第１接続部と、対向する他方の前記基準バスダクトの導体端部と
前記分岐バスダクトの導体端部を接続する第２接続部とを有し、前記締着具として、該第
１接続部を緊締する第１締着具と、該第２接続部を緊締する第２締着具とを設けたことを
特徴とする。また、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、対向配置された基準
バスダクトと、該基準バスダクトの導体幅方向から該基準バスダクト相互間の略中心に向
けられ、その導体が該基準バスダクトの導体と略同一面内になるように配置された分岐バ
スダクトとを接続する垂直分岐用バスダクト接続ユニットであって、該接続ユニットが、
挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの同相の導体端部に接触可能に配置さ
れた導電性接続部材と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの最外側の導
体端部を外方から収納するダクト側板継ぎ板と、挿入される該基準バスダクト及び該分岐
バスダクトの異相の導体端部間及び該最外側の導体端部と該ダクト側板継ぎ板との間に配
置される絶縁セパレータと、挿入される該基準バスダクト及び該分岐バスダクトの導体端
部、該導電性接続部材、該ダクト側板継ぎ板、該絶縁セパレータを一括緊締することが可
能な締着具とを備えると共に、該基準バスダクトの長手方向に離間した状態で配置される
、該締着具である第１締着具を有する第１接続部と、該締着具である第２締着具を有する
第２接続部とを有し、該第１接続部と該第２接続部のダクト側板継ぎ板が一体に形成され
ていることを特徴とする。
【００１１】
さらに、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記接続ユニットに於いて、前
記分岐バスダクトの導体端部が、対向する前記基準バスダクトの導体端部間に配置される
構成であることを特徴とする。
【００１２】
さらに、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記接続ユニットに於いて、前
記基準バスダクトの導体幅方向の両側に対向配置された分岐バスダクトを接続可能に構成
されていることを特徴とする。例えば直線状に対向配置する２本の基準バスダクト相互間
の中心部を中心にして、基準バスダクトの垂直方向である導体幅方向の両側に２本の分岐
バスダクトを対向させ、分岐バスダクトの導体と基準バスダクトの導体が同一平面内にな
るように配置し、上記接続ユニットに各基準バスダクトの導体端部及び各分岐バスダクト
の導体端部を挿入して接続を行う。
【００１３】
【作用】
本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、基準バスダクトの導体端部及び分岐バス
ダクトの導体端部を接続ユニットに挿入嵌着するだけで分岐を可能にする構成であるため
、施工時の分岐の作業性が向上する。また、バスダクトの接続とバスダクトの垂直分岐を
同時に行うことが可能で、一体型の垂直分岐用バスダクトを製造する必要がなくなり、コ
ストダウンに繋がる。
【００１４】
また、基準バスダクトと分岐バスダクトを接続する前は、本発明の垂直分岐用バスダクト
接続ユニットを締着具で仮止めした状態にしておくことで、持ち運び或いは接続作業時に
分解することがなくなり、持ち運び及び接続作業を容易に行うことが可能となる。
【００１５】
また、それぞれ基準バスダクトの導体端部間を接続する主接続部と、該主接続部と分岐バ
スダクトの導体端部を接続する分岐接続部を設け、それぞれ基準締着具、分岐締着具で緊
締する構成とすることにより、接続すべき基準バスダクト及び分岐バスダクトを強固に接
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続することが可能となる。
【００１６】
また、主接続部及び分岐接続部にそれぞれ別体の基準絶縁セパレータ、分岐絶縁セパレー
タを設けることにより、通常のバスダクトの直線接続に用いられる絶縁セパレータを基準
絶縁セパレータや分岐絶縁セパレータとしてそのまま用いることが可能となって、新たに
垂直分岐用の絶縁セパレータを製造する必要がなくなり、コストダウンに繋がる。
【００１７】
また、本発明の別の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、２本の基準バスダクトの何れ
か一方の導体端部と前記分岐バスダクトの導体端部とを接続する第１接続部と、他方の基
準バスダクトの導体端部と分岐バスダクトの導体端部とを接続する第２接続部とを有し、
それぞれ第１締着具、第２締着具で緊締する構成とすることにより、接続すべき基準バス
ダクト及び分岐バスダクトを強固に接続することが可能となる。
【００１８】
また、分岐用バスダクトの導体端部を２本の基準バスダクトの導体端部間に配置すること
により、接続強度をより増加させることができる。
【００１９】
また、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットを２本の分岐バスダクトを接続可能に
構成し、基準バスダクトに対して上下（又は左右）の２方向に分岐を可能にしても好適で
ある。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの実施例について図面に基づき説明す
る。図１から図４までは、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの第１実施例につ
いて示し、図１は垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す正面図、図２は
前記接続ユニットの接続状態を示す正面図、図３は図１の側面説明図、図４は図２の側面
説明図である。
【００２１】
垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０は、図１及び図３に示すように、２本の基準バス
ダクト２０・２０と１本の分岐バスダクト３０とを接続するものである。基準バスダクト
２０と分岐バスダクト３０は、それぞれ絶縁物で被覆された三線の導体２１、３１がダク
ト側板２２・２２間又はダクト側板３２・３２間に収納され、導体２１、３１の先端であ
る導体端部２１ａ、３１ａは絶縁物の被覆が無く露出している構成である。前記２本の基
準バスダクト２０・２０は対向して、垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０の左右両側
にそれぞれ配置され、分岐バスダクト３０は、基準バスダクト２０の長手方向と垂直で接
続ユニット１０の上方に配置されている。
【００２２】
垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０は、２枚のダクト側板継ぎ板１１を備え、前記２
枚のダクト側板継ぎ板１１・１１の間に、接続するバスダクト２０、３０の異相の導体端
部２１ａ・２１ａ間若しくは３１ａ・３１ａ間、及び最外側の導体端部２１ａ、３１ａと
ダクト側板継ぎ板１１間の絶縁を行うための４枚の絶縁セパレータ１２が設けられている
。前記絶縁セパレータ１２・１２間には、絶縁セパレータ１２に沿ってそれぞれ２枚の導
電性接続部材１３・１３が設けられており、接続する対向配置された基準バスダクト２０
・２０の導体端部２１ａ・２１ａ及び接続する分岐バスダクト３０の導体端部３１ａが導
電性接続部材１３・１３間に挿入嵌合された際に、各導体端部２１ａ、３１ａは導電性接
続部材１３・１３間で狭持され電気的に接続されるようになっている。
【００２３】
ダクト側板継ぎ板１１、絶縁セパレータ１２、導電性接続部材１３には、図に省略した締
着具を挿通するための貫通孔が形成されており、締着具１４である絶縁スリーブ付きのボ
ルト１４ａが、一方のダクト側板継ぎ板１１の外方から座金１４ｃを介して前記貫通孔に
挿通され、他方のダクト側板継ぎ板１１の外方から座金１４ｃを介して前記ボルト１４ａ
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にナット１４ｂが螺合され、接続ユニット１０は一括して仮締着されている。接続ユニッ
ト１０が前記締着具１４で一括して仮締着されていることにより、接続ユニット１０の持
ち運び時、或いは基準バスダクト２０及び分岐バスダクト３０に対する接続作業時に分解
することがなく、容易に持ち運び及び接続作業を行うことが可能となる。
【００２４】
ダクト側板継ぎ板１１の外側面の略中央には、位置決め凸部１５が設けられ、位置決め凸
部１５は弾性を有し、座金１４ｃよりも幅狭に形成され、且つ位置決め凸部１５の上端が
座金１４ｃの上端よりも下に位置するように構成されており、前記位置決め凸部１５は接
続ユニット１０が仮締着された状態で、ダクト側板継ぎ板１１と座金１４ｃとの間に位置
する。前記位置決め凸部１５は、基準バスダクト２０の接続位置の決定に役立つと共に、
バスダクト２０、３０の機械的接続強度を向上することができる。
【００２５】
尚、ダクト側板継ぎ板１１、絶縁セパレータ１２、導電性接続部材１３は、接続するバス
ダクト２０、３０を接続した状態であるＴ字形に合わせて略Ｔ字形に形成されており、接
続状態で優れた外観となるように構成されている。
【００２６】
前記垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０で基準バスダクト２０・２０及び分岐バスダ
クト３０を接続する場合には、図２及び図４に示すように、基準バスダクト２０のダクト
側板２２が、垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０のダクト側板継ぎ板１１の外方に位
置するように、且つ位置決め凸部１５に当接するまで、対向する基準バスダクト２０・２
０を接続ユニット１０に挿入する。その後、分岐バスダクト３０も同様に、ダクト側板３
２が接続ユニット１０のダクト側板継ぎ板１１の外方に位置するように、且つ基準バスダ
クト２０のダクト側板２２に当接するまで接続ユニット１０に挿入する。
【００２７】
前記のように基準バスダクト２０・２０及び分岐バスダクト３０を最適位置まで接続ユニ
ット１０に挿入することにより、接続するバスダクト２０、３０の導体端部２１ａ、３１
ａが導電性接続部材１３・１３間に所定寸法挿入されて良好な電気的接続を確保すること
ができ、また、バスダクト２０、３０の良好な機械的接続強度を確保することができるよ
うに構成されている。そして、バスダクト２０、３０を接続ユニット１０に挿入し終えた
後には、ナット１４ｂを緊締して締着具１４で一括して本締着し、良好な電気的接続性及
び機械的接続強度を確保することができる前記最適位置で、バスダクト２０、３０を接続
ユニット１０を介して接続することができる。
【００２８】
締着具１４で本締着した際に、接続ユニット１０のダクト側板継ぎ板１１と座金１４ｃと
の間の位置決め凸部１５は弾性を有することから、位置決め凸部１５の左右にそれぞれ配
置された基準バスダクト２０・２０のダクト側板２２・２２と、位置決め凸部１５の上方
に配置された分岐バスダクト３０のダクト側板３２は、ダクト側板継ぎ板１１と座金１４
ｃで強固に狭持されて接続されることとなる。
【００２９】
そして、前記本締着でバスダクト２０、３０を接続ユニット１０を介して接続した後、接
続箇所に於ける粉塵等の入り込みを防止するため、垂直分岐用バスダクト接続ユニット１
０の対応開口部に、断面略コ字形で略長方形平板状のカバー部材４０ａと、断面略コ字形
で略Ｌ字形平板状のカバー部材４０ｂとをそれぞれ配設し、カバー部材４０ａ、４０ｂを
ビス等で接続ユニット１０或いはバスダクト２０、３０に固定し、最終的な接続作業が終
了する。尚、カバー部材４０ａ、４０ｂで接続するバスダクト２０・２０間又はバスダク
ト２０・３０間のケースアースを接続するように構成すると、新たにアース線を必要とし
なくなり、より安価に垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０を提供することができる。
【００３０】
次に、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの第２実施例について、上記第１実施
例と構成が異なる箇所を中心に説明する。図５から図１０までは本発明の第２実施例を示
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し、図５は垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す正面図、図６は前記接
続ユニットの接続状態を示す正面図、図７は前記接続ユニットの分解側面図、図８は図５
の側面説明図、図９は図６の側面説明図、図１０は第２実施例の導電性接続部材の斜視図
である。
【００３１】
垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０１は、図５から図９に示すように、基準バスダク
ト２０・２０を接続するための主接続部１０１ａと、主接続部１０１ａと分岐バスダクト
３０を接続するための分岐接続部１０１ｂとで構成され、主接続部１０１ａと分岐接続部
１０１ｂのダクト側板継ぎ板１１１及び導電性接続部材１３１はそれぞれ連続して略Ｔ字
形に一体形成されている。尚、導電性接続部材１３１やダクト側板継ぎ板１１１は、接続
するバスダクト２０、３０を接続した状態である略Ｔ字形に形成されているため、外観に
優れている。
【００３２】
主接続部１０１ａは、接続する基準バスダクト２０の導体端部２１ａ・２１ａ間及び最外
側の導体端部２１ａとダクト側板継ぎ板１１１間を絶縁するための基準絶縁セパレータ１
２１ａと、基準バスダクト２０の導体端部２１ａ、導電性接続部材１３１、基準絶縁セパ
レータ１２１ａ、ダクト側板継ぎ板１１１を一括緊締するための基準締着具１４１ａを備
える。また、分岐接続部１０１ｂは、接続する分岐バスダクト３０の導体端部３１ａ・３
１ａ間及び最外側の導体端部３１ａとダクト側板継ぎ板１１１間を絶縁するための分岐絶
縁セパレータ１２１ｂと、分岐バスダクト３０の導体端部３１ａ、導電性接続部材１３１
、分岐絶縁セパレータ１２１ｂ、ダクト側板継ぎ板１１１を一括緊締するための分岐締着
具１４１ｂを備える。
【００３３】
各相の導電性接続部材１３１は、図５から図１０に示すように、２枚の導線性接続部材１
３１ｍ、１３１ｎにより形成され、各導電性接続部材１３１ｍ、１３１ｎには締着具１４
１ａ、１４１ｂのボルト１４ｃを挿通するための貫通孔１３１ｏが設けられている。また
、基準絶縁セパレータ１２１ａと分岐絶縁セパレータ１２１ｂとの間に位置する部分には
段差部１３１ｐが形成され、段差部１３１ｐ・１３１ｐ間の導電性接続部材１３１ｍ、１
３１ｎは隣接した状態となっており、前記隣接箇所は絶縁物１３１ｑで被覆されている。
【００３４】
前記ダクト側板継ぎ板１１１には、主接続部１０１ａの略中央に、接続される基準バスダ
クト２０の導体幅方向を長手方向とする略長方形の位置決め凸部１５１ａが設けられ、同
様に分岐接続部１０１ｂの略中央に、接続される分岐バスダクト３０の導体幅方向を長手
方向とする略長方形の位置決め凸部１５１ｂが設けられている。
【００３５】
第２実施例の接続ユニット１０１による基準バスダクト２０・２０の接続に関しては、第
１実施例の場合と同様であり、主接続部１０１ａに於ける導電性接続部材１３１ｍ・１３
１ｎ間に導体端部２１ａを挿入する等により接続する。また、分岐バスダクト３０を接続
する際には、導体端部３１ａを分岐接続部１０１ｂに於ける導電性接続部材１３１ｍ・１
３１ｎ間に挿入しながら、ダクト側板３２の先端が分岐接続部１０１ｂの略中央に配設さ
れた位置決め凸部１５１ｂに当接するまで分岐バスダクト３０を分岐接続部１０１ｂに挿
入し、前記挿入後に分岐締着具１４１ｂで一括緊締して接続する。
【００３６】
尚、分岐接続部１０１ｂの導電性接続部材１３１ｍ・１３１ｎ間で、接続する分岐バスダ
クト３０の導体端部３１ａ等が挿入されない箇所には、予め導体間座部材１６１を填め込
んでおくことにより、接続ユニット１０１のダクト側板継ぎ板１１１が分岐締着具１４１
ｂ等の締付で変形することを防止できる。また、同様に分岐接続部１０１ｂに於けるダク
ト側板継ぎ板１１１で、分岐バスダクト３０のダクト側板３２が外側に接触しない箇所に
は、予め側板間座部材１６２を填め込んでおくことにより、分岐締着具１４１ｂ等の緊締
強度をより向上することができる。
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【００３７】
第２実施例では主接続部１０１ａに対する基準締着具１４１ａと、分岐接続部１０１ｂに
対する分岐締着具１４１ｂとをそれぞれ別個に設けているため、接続ユニット１０１とバ
スダクト２０、３０との接続をより強固に行うことが可能となる。また、同様に主接続部
１０１ａの基準絶縁セパレータ１２１ａと分岐接続部１０１ｂの分岐絶縁セパレータ１２
１ｂも別個に設けているため、これらに通常のバスダクトの直線接続時で使用する接続ユ
ニットの絶縁セパレータをそのまま使用することが可能となり、新たに垂直分岐用の絶縁
セパレータを別途製造する必要がなく、コストダウンに繋がる。
【００３８】
次に、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの第３実施例について、上記第１、２
実施例と構成が異なる箇所を中心に説明する。図１１から図１４までは本発明の第３実施
例を示し、図１１は垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す正面図、図１
２は前記接続ユニットの接続状態を示す正面図、図１３は図１１の底面説明図、図１４は
図１２の底面説明図である。
【００３９】
本実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０２は、図１１から図１４に示すように
、左右に長く形成された略長方形であって、一方の基準バスダクト２０と分岐バスダクト
３０とを接続する第１接続部１０２ａと、他方の基準バスダクト２０と分岐バスダクト３
０とを接続する第２接続部１０２ｂとで構成されており、それぞれ左右に第１締着具１４
２ａ、第２締着具１４２ｂが設けられ、ダクト側板継ぎ板１１２、絶縁セパレータ１２２
、導電性接続部材１３２が第１締着具１４２ａ及び第２締着具１４２ｂで仮締着されてい
る。
【００４０】
前記接続ユニット１０２の左右に長く形成されている外形に対応して、ダクト側板継ぎ板
１１２、絶縁セパレータ１２２、導電性接続部材１３２は左右に長く形成された略長方形
平板状に形成されている。また、ダクト側板継ぎ板１１２には、基準バスダクト２０の導
体幅方向を長手方向とする略長方形の位置決め凸部１５２ａ、１５２ｂが、ダクト側板継
ぎ板１１２の左右対称に２箇所、それぞれ第１締着具１４２ａ、第２締着具１４２ｂの略
中央に設けられ、分岐バスダクト３０の導体幅方向を長手方向とする略長方形の位置決め
凸部１５２ｃが、ダクト側板継ぎ板１１２の略下方中央位置に１箇所設けられており、バ
スダクト２０、３０を接続ユニット１０２に接続するときの接続位置を決定するのに役立
つようになっている。
【００４１】
位置決め凸部１５２ａ、１５２ｂ相互の配置間隔は、前記相互間に分岐バスダクト３０の
ダクト側板３２が挿入可能なように、少なくともダクト側板３２の幅方向の長さよりも長
くなっており、接続ユニット１０２に挿入される基準バスダクト２０・２０の導体端部２
１ａ・２１ａの間に、分岐バスダクト３０の導体端部３１ａを挿入して接続するようにな
っている。また位置決め凸部１５２ｃは、位置決め凸部１５２ｃまで分岐バスダクト３０
のダクト側板３２を挿入した場合に、接続ユニット１０２内の導電性接続部材１３２の下
端の厚み面と、分岐バスダクト３０の導体長手方向の最先端にある導体端部３１ａの厚み
面とが略同一面上になるようにし、分岐バスダクト３０の導体端部３１ａと導電性接続部
材１３２の接触面積をできる限り大きくするように構成している。
【００４２】
各相の導電性接続部材１３２としては、２枚の平板状の導電性接続部材１３２が各々絶縁
セパレータ１２２に沿って且つ所定間隔を開けて設けられており、この導電性接続部材１
３２・１３２間に接続する基準バスダクト２０、分岐バスダクト３０の導体端部２１ａ、
３１ａが挿入嵌合され、導体端部２１ａ、３１ａが両側の導電性接続部材１３２・１３２
で狭持される構成である。尚、本実施例の導電性接続部材１３２は平板状の導体としたが
、上記第２実施例の導電性接続部材１３２ｍ、１３２ｎと同様に、導体端部２１ａ、３１
ａが挿入嵌合される箇所以外に、段差部１３１ｐを形成して導電性接続部材１３２・１３
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２が相互に沿って設けられる箇所を形成してもよい。
【００４３】
第３実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０２を介して基準バスダクト２０・２
０、分岐バスダクト３０を接続する場合、先ず、対向する２本の基準バスダクト２０・２
０の導体端部２１ａ・２１ａを導電性接続部材１３２・１３２間にそれぞれ挿入しながら
、ダクト側板２２・２２がダクト側板継ぎ板１１２の外方に位置するように、且つダクト
側板２２・２２の各先端がダクト側板継ぎ板１１２に左右対称に設けられた位置決め凸部
１５２ａ、１５２ｂに当接するまで、基準バスダクト２０・２０をそれぞれ接続ユニット
１０２に挿入する。その後に分岐バスダクト３０も同様にして、導電性接続部材１３２・
１３２相互間の導体端部２１ａ・２１ａ相互間に導体端部３１ａを挿入しながら、ダクト
側板３２がダクト側板継ぎ板１１２の外方に位置するように、且つダクト側板３２の先端
がダクト側板継ぎ板１１２の下方中央部に設けられた位置決め凸部１５２ｃに当接するま
で、分岐バスダクト３０を接続ユニット１０２に挿入する。
【００４４】
前記挿入後に、仮締着されている第１締着具１４２ａ、第２締着具１４２ｂを本締着し、
垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０２の対応開放部に、断面略コ字形で略長方形平板
状に形成されたカバー部材４０２ａと、断面略コ字形で略Ｌ字形平板状に形成されたカバ
ー部材４０２ｂとをそれぞれ配設し、カバー部材４０２ａ、４０２ｂをビス等で接続ユニ
ット１０２或いはバスダクト２０、３０に固定し、最終的な接続作業が終了する。
【００４５】
第３実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０２を用いることにより、本発明の垂
直分岐用バスダクト接続ユニットをコンパクトにすることが可能になると共に、バスダク
ト２０、３０の接続強度を向上することができる。
【００４６】
次に、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの第４実施例について、上記第１、第
２及び第３実施例と構成が異なる箇所を中心に説明する。図１５から図１８までは本発明
の第４実施例を示し、図１５は垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す正
面図、図１６は前記接続ユニットの接続状態を示す正面図、図１７は図１５の側面説明図
、図１８は図１６の側面説明図である。
【００４７】
第４実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０３は、図１５から図１８に示すよう
に、対向する２本の基準バスダクト２０・２０と、前記基準バスダクト２０の導体幅方向
へ垂直に配置される対向する２本の分岐バスダクト３０・３０とを接続するもので、主接
続部１０３ａの上下に２つの分岐接続部１０３ｂ、１０３ｂが略十字状に一体として設け
られ、導電性接続部材１３３及びダクト側板継ぎ板１１３は略十字状に一体形成されてい
る。尚、導電性接続部材１３３、ダクト側板継ぎ板１１３、接続ユニット１０３は、バス
ダクト２０、３０を接続した状態である略十字形に形成されているので、外観に優れてい
る。
【００４８】
また、それぞれの接続部１０３ａ、１０３ｂには、上記第２実施例と同様に締着具と絶縁
セパレータが別個に設けられ、１つの基準締着具１４３ａと２つの分岐締着具１４３ｂ、
及び１組の基準絶縁セパレータ１２３ａと２組の分岐絶縁セパレータ１２３ｂが設けられ
ている。
【００４９】
前記導電性接続部材１３３には、分岐接続部１０３ｂが１つ増加したことに伴って、段差
部１３３ｐ・１３３ｐ間で導電性接続部材１３３・１３３が隣接し、絶縁物１３３ｑで被
覆された箇所が２組設けられ、上記第２実施例と同様に絶縁セパレータ１２３ａ、１２３
ｂの位置ずれを防止することができると共に、正確な位置に導電性接続部材１３３及び絶
縁セパレータ１２３ａ、１２３ｂを配置することができ、短絡、地絡等の電気的事故を未
然に防止することができる。
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【００５０】
また、上記各実施例と同様に、主接続部１０３ａ、分岐接続部１０３ｂに位置決め凸部１
５３ａ、１５３ｂが設けられ、導体間座部材１６１、側板間座部材１６２が設けられてお
り、断面略コ字形で略Ｌ字形平面状のカバー部材４０３が開放部に設置される構成である
。
【００５１】
第４実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０３においては、上下方向から分岐バ
スダクト３０・３０を接続可能とし、それぞれの締着具１４３ａ、１４３ｂにより一括緊
締しているため、接続ユニット１０を介して接続する基準バスダクト２０・２０に対して
２方向への分岐を容易に行うことができると共に、より強固に接続することが可能となる
。
【００５２】
以上、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの各実施例について説明したが、本発
明は上記各実施例に限定されるものではなく、例えば次のような拡張及び変形をすること
が可能である。
【００５３】
上記実施例では、接続するバスダクト２０、３０を３線式のバスダクトとし、絶縁セパレ
ータ１２等は４枚、この絶縁セパレータ１２・１２等間に２枚ずつ導電性接続部材１３・
１３等が介在する構成で説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではなく
、２線式或いは４線式以上のバスダクトに対しても本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユ
ニットは適応することができる。
【００５４】
また、接続するバスダクト２０、３０の導体端部２１ａ、３１ａの１つに付いて、導電性
接続部材１３等を２枚設ける構成で説明したが、導電性接続部材の枚数は上記各実施例に
限定されるものではなく、１つのバスダクトの導体端部に対して１枚の導電性接続部材を
設けて各導体端部間を電気的接続をすることも可能である。
【００５５】
また、第４実施例で、十字形に分岐可能な垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０３を、
第２実施例と類似の構成で説明したが、これに限定されるものではなく、第１実施例及び
第３実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニット１０、１０２と類似構成のものであって
もよい。
【００５６】
【発明の効果】
本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットは、上記事項で特定されることから、構造が
簡単で作業性に非常に優れており、上記接続ユニットを用いることによって、バスダクト
の垂直分岐を容易に行うことが可能となる。
【００５７】
また、本発明の垂直分岐用バスダクト接続ユニットを用いることによって、バスダクトの
接続とバスダクトの垂直分岐を１つのユニットで同時に行うことが可能となる。そのため
、垂直分岐用のバスダクトを別途用意する必要がなくなり、コストダウンを図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す正
面図。
【図２】本発明の第１実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの接続状態を示す正面
図。
【図３】図１の側面説明図。
【図４】図２の側面説明図。
【図５】本発明の第２実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す正
面図。
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【図６】本発明の第２実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの接続状態を示す正面
図。
【図７】本発明の第２実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの分解側面図。
【図８】図５の側面説明図。
【図９】図６の側面説明図。
【図１０】本発明の第２実施例の導電性接続部材の斜視図。
【図１１】本発明の第３実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す
正面図。
【図１２】本発明の第３実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの接続状態を示す正
面図。
【図１３】図１１の底面説明図。
【図１４】図１２の底面説明図。
【図１５】本発明の第４実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの非接続状態を示す
正面図。
【図１６】本発明の第４実施例の垂直分岐用バスダクト接続ユニットの接続状態を示す正
面図。
【図１７】図１５の側面説明図。
【図１８】図１６の側面説明図。
【符号の説明】
１０、１０１、１０２、１０３　垂直分岐用バスダクト接続ユニット
１０１ａ、１０３ａ　主接続部
１０１ｂ、１０３ｂ　分岐接続部
１０２ａ　第１接続部
１０２ｂ　第２接続部
１１、１１１、１１２、１１３　ダクト側板継ぎ板
１２、１２２　絶縁セパレータ
１２１ａ、１２３ａ　基準絶縁セパレータ
１２１ｂ、１２３ｂ　分岐絶縁セパレータ
１３、１３１、１３１ｍ、１３１ｎ、１３２、１３３　導電性接続部材
１３１ｐ、１３３ｐ　段差部
１３１ｑ、１３３ｑ　絶縁物
１４　締着具
１４１ａ、１４３ａ　基準締着具
１４１ｂ、１４３ｂ　分岐締着具
１４２ａ　第１締着具
１４２ｂ　第２締着具
１５、１５１ａ、１５１ｂ、１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃ、１５３ａ、１５３ｂ　位置
決め凸部
２０　基準バスダクト
３０　分岐バスダクト
２１、３１　導体
２１ａ、３１ａ　導体端部
２２、３２　ダクト側板
４０ａ、４０ｂ、４０２ａ、４０２ｂ、４０３　カバー部材
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【図１１】 【図１２】



(15) JP 4418601 B2 2010.2.17

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】



(17) JP 4418601 B2 2010.2.17

フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭４８－０２００８３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１０３６４０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H02G   5/06
              H02B   1/20


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

